


【別紙】 

その他特約事項 

 

 

１ 発注について 

   ・原則として、各部門から提出される発注書に基づき手配すること。（下記２による場合を除き、

概ね上記から７日以内に納品すること。） 

   ・検査の特性上当院がロット対応を求めた場合、対応が可能であること。 

   ・契約期間中であっても、入札品目が当院の採用品目から除外される等、購入停止の決定

がなされた場合には、以後の発注を行わないこととする。 

 

２ 緊急対応について 

   原則、発注後 24 時間以内に納品すること。但し、緊急対応を依頼した発注については、やむ

を得ざる理由があると当院が認める場合を除き、発注日当日に納品すること。 

 

３ 受注・納品方法について 

   上記１及び２以外の受注・納品方法については、当院の定める方法を順守すること。 

 

４ 請求書等について 

   添付する書類や作成方法については当院の指示に従うこと。 

 

 


